
【智頭町】物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（令和５年度実施計画分）事業実績及び効果検証

計画書
No.

推奨事業メニュー 事業名

事業の概要（計画）
①目的・効果

②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）

④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期
総事業費
（円）

うち交付金
充当額（円）

成果目標 事業実績 効果検証

1 －
智頭町住民税非課税世帯等支援給付金
事業【低所得世帯臨時支援】【物価高
騰対策給付金】

①物価高騰が続く中で低所得世帯への支援を行うこと
で、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③給付金額　R5年度分の住民税非課税世帯
　　　　　　900世帯×70千円
　事務費　　2,143千円
　 事務費の内容
　　需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）
　　業務委託料　人件費　として支出
④R5年度分の住民税非課税世帯（900世帯）

R5.12.1 R6.12.17 60,704,848 60,704,848
対象世帯に対して令
和5年12月までに支
給を開始する

R5年度分住民税非課税世帯への給付金及び給付
に係る事務費
・給付金：60,900,000円
　　　　　（70,000円×870世帯）
　※うち910,000円はR6計画で対応
・事務費：714,848円
　内訳・時間外手当：175,931円
　　　・消耗品費：21,453円
　　　・通信運搬費：86,374円
　　　・手数料：95,590円
　　　・委託料：335,500円

　779世帯に対してはプッシュ型で支
給を行い、その他の世帯に対しては支
給要件確認書等を送付し審査完了後、
速やかに給付を行った。
　迅速に支払うことで住民税非課税世
帯の緊急支援に繋がった。

2 －
令和5年度住民税均等割等世帯臨時特別
給付金

①物価高騰が続く中で低所得世帯への支援を行うこと
で、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③給付金額　R5年度分の住民税均等割りのみ課税
　　　　　　世帯 240世帯×100千円
  事務費　　600千円
　 事務費の内容
　　需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）
　　業務委託料　人件費 として支出
④R5年度分の住民税均等割りのみ課税世帯
　（240世帯）

R5.6.16 R6.12.17 20,066,159 19,646,159
対象世帯に対して令
和5年12月までに支
給を開始する

R5年度分住民税均等割りのみ課税世帯への給付
金及び給付に係る事務費
・給付金：19,880,000円
　　　　　（15,000円×192世帯
　　　　　　85,000円×200世帯）
・事務費：186,159円
　内訳・消耗品費：5,061円
　　　・通信運搬費：16,098円
　　　・手数料：22,000円
　　　・委託料：143,000円

　先に15,000円の支給を行った世帯に
対してはプッシュ型で支給を行い、そ
の他世帯に対しては支給要件確認書等
を送付し審査完了後、速やかに給付を
行った。
　迅速に支払うことで住民税均等割の
み課税世帯の緊急支援に繋がった。

3 －
智頭町低所得世帯支援臨時給付金給付
事業【こども加算】

①物価高騰が続く中で低所得の子育て世帯への支援を
行うことで、低所得の子育て世帯の方々の生活を維持
する。
②低所得の子育て世帯への給付金及び事務費
③給付金額　R5年度分の住民税非課税世帯及び均
　　　　　　等割りのみ課税世帯の世帯員である
　　　　　　18歳以下のこども　150人×50千円
  事務費　　670千円
　 事務費の内容
　　需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）
　　業務委託料　人件費 として支出
④世帯員に18歳以下のこどもがいるR5年度分の住民税
非課税世帯及び均等割りのみ課税世帯
（80世帯）

R5.12.1 R6.12.17 6,199,891 6,199,891
対象世帯に対して令
和6年3月までに支給
を開始する

世帯員に18歳以下のこどもがいるR5年度分の住
民税非課税世帯及び均等割りのみ課税世帯への
給付金及び給付に係る事務費
・給付金：5,950,000円
　　　　　（50,000円×119人）
・事務費：249,891円
　内訳・消耗品費：8,427円
　　　・通信運搬費：3,864円
　　　・手数料：6,600円
　　　・委託料：231,000円

　対象世帯に対してはプッシュ型で支
給を行い、その他の世帯に対しては支
給要件確認書等を送付し審査完了後、
速やかに給付を行った。
　迅速に支払うことで住民税非課税世
帯の緊急支援に繋がった。

8
③消費下支え等を
通じた生活者支援

地域通貨による地域経済活性化促進臨
時支援事業【物価高騰対応重点支援】

①物価高騰により影響を受けた町内生活者の負担軽減
を図るとともに、地元商店街を活性化を促進。
②住民へ配布する地域通貨と事務費
③人口6,300人×地域通貨5千円分　31,500千円
   事務費2,868千円
    内訳［需用費30千円、役務費720千円、
　　　　　委託料2,118千円］
  （一般財源：3,285千円）
④令和5年12月13日時点で本町に住民票がある者

R5.12.13 R6.6.27 33,337,115 31,083,000
配布した地域通貨に
対する使用率が95％
以上

地域通貨及び地域通貨換金等に要する経費
・消耗品費：30,000円
　テープのり、折りたたみコンテナ等
・通信運搬費：717,354円
・委託料：1,982,761円
・交付金：30,607,000円
　※杉小判1人5,000円配布のうち使用分

　町民に対して、町内加盟店で使用可
能な地域通貨を配布することにより、
物価高騰により影響を受けた町内生活
者の生活や地域経済の下支えとなっ
た。
　配布した地域通貨31,280枚に対し
て、使用された地域通貨30,607枚で使
用率が97.8％であった。

合計 120,308,013 117,633,898


